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第１幕  花火コレクション －芸術の秋－
PHOTO Library

第３幕  HANABI PAVILION ～世界の絵画展～ フィナーレ花火  ～AUTUMN SPECTACLE～ 10号 100連発

第２幕  大仙市誕生20周年記念花火 若手花火師プロデュース
　　　  ～Challenge something new～

　9回目を迎えた「秋の章」は、秋田市在住のシンガー・ソングライター松本英子さんとFMはなびの福原放送局
長が総合司会を行い、お客様と一体化した進行で会場を盛り上げた。
　ドローンショーで開幕し、特別企画「パリ2024オリンピック女子マラソン6位入賞記念花火」、若手花火師によ
る挑戦「大仙市誕生20周年記念花火」などを打ち上げ、大迫力の10号玉100連発で秋の章を締めくくった。
　今回新企画観覧席として、「プレミアムイグル―」を設置した。ドーム型テントで作りたての豪華料理とお酒・
ワインを召し上がっていただく特別な設えで観覧いただき大変好評であった。会場内には、県内外から約9,000人
の観客が訪れ、芸術の秋にふさわしい約8,000発の花火で秋宵を楽しんだ。

左：プレミアムイグル―　　中央：ドローンショー
右：鈴木優花選手 パリ2024オリンピック女子マラソン６位入賞記念花火
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　「Ｍ＆Ａセミナー」が９月26日にオンラインで
開催されました。
　Ｍ＆Ａを単なる企業買収ではなく、互いの強み
を活かした成長戦略として捉える視点から、Ｍ＆
Ａの進め方や買収対象の選定方法について解説い
ただきました。また、Ｍ＆Ａの第一線で活躍する
講師が実際に経験した失敗事例を赤裸々に共有し
てくださり、貴重な教訓を得ることができました。
　Ｍ＆Ａは、事業承継の重要な選択肢の一つとし
て認識されつつあります。特に中小企業において

は、事業の存続と発展を実現するための有効な手段となっています。自社の成長と発展に向けて、Ｍ＆
Ａを含めた様々な選択肢を慎重に検討していただければと思います。

　「一番やさしい事業承継セミナー」が９月18日にオンラインで開催
されました。その名の通り非常にわかりやすい内容でした。事業承継
と聞くと、法律や税金の知識が必要で、専門用語が多くて身構えてし
まうことがありますが、実はこの概念は非常にシンプルでした。事
業承継の本質は「大切に育ててきたものを次の人に上手に渡すこと」、
つまり「バトンタッチ」に他なりません。具体的には次のような形で
行われます。①会社や店を次の世代に引き継ぐこと　②家業を子ども
に託すこと　③長年築いてきた事業を誰かに託すこと
　日本の中小企業では経営者の高齢化が進行しており、2025年には約
245万人の経営者が70歳以上になると予測され、事業承継が重要な課
題となっています。
　まずは、「事業承継計画書」を作成し、計画的に取り組むことが大
切です。この計画書は、会社の現状や承継課題、引き継ぎの時期や方
法などをまとめたものです。中小企業庁でもこの計画書の作成が推奨
されており、実施までの流れを理解するためにも有効です。
　安心して未来を築くために、早めに準備を始めましょう。

一番やさしい事業承継セミナー《開催報告》
講師：山崎 裕樹（特定社会保険労務士）

Ｍ＆Ａセミナー　　　　　　　《開催報告》
講師：荒蒔 良和（Ｍ＆Ａスペシャリスト）

9/18
（水）

9/26
（木）

「Ｍ＆Ａの現場で
 繰り広げられるヒューマンドラマ」

光プロダクション©
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大仙市技能功労者　表彰
 高橋縫製　高 橋 節 子 氏が受賞 

㈱交通建設 代表取締役社長 菊地　正 氏へ

「大曲の花火」感謝状を贈呈

　当会議所会員事業所の、高橋縫製（大曲緑町）高橋節子氏
が、令和６年度大仙市技能功労者として表彰されました。
　高橋節子氏は、開業当初はカットソーの縫製を行っていま
したが、約20年前に式場の貸衣装店からウェディングドレス
製作を提案されたのをきっかけに、ドレス、ウェディングド
レスに特化した専門縫製業者として活躍しています。

　その縫製技術は業界内で高く評価され、有名デザイナーの依頼を受けるまでに知名度が高
まり、現在は有名ブランド桂由美の新作ウェディングドレスの縫製も担当しています。
　ドレス制作の傍ら豊富な知識と経験を活かし積極的に技術指導を行い、後進の育成、業界の
発展に大きく貢献しています。
　今後益々のご活躍をお祈りいたします。おめでとうございます。

　「大曲の花火」では 2018 年から「年間スポンサー制度」を設け
ています。
　菊地正様は、制度当初からＪＲ秋田支社長（当時）として、
2019年に株式会社交通建設代表取締役社長に就任されてからは年
間スポンサーのみならず各花火に特別協賛をされています。
　今年、第96回全国花火競技大会には大雨時の排水対策として水
中ポンプを寄贈頂きました。
　こうした多年に亙る多大なご支援に対し、去る10月４日（金）
に老松市長（大会会長）、齋藤会頭（実行委員長）の連名で感謝
状を贈呈しました。

受賞者謝辞を述べる高橋節子氏

大雨対策用に寄贈された水中ポンプ、ホース

左：齋藤会頭　中央：菊地社長　右：老松市長

秋田市旭北錦町１ｰ47 県商工会館７階
TEL018（864）3320　FAX018（864）3335
URL https://www.a-kenkasai.or.jp

●火　災　共　済
●休業対応応援共済
●医療総合保障共済

●ハ ン ド ル 共 済
●地震危険補償共済
●傷害総合保障共済

●ETCコーポレートカード

●生 命 傷 害 共 済
●自 動 車 共 済
●労働災害補償共済

●各 種 損 保 商 品

地域密着！
がんばる秋田の企業を応援します！
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 項目①～③については、公正取引委員会・中小企業庁、項目④～⑦については、厚生労働省（都道府県労働局）までお問合せください。

発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。

発注事業者 フリーランス

• 業務委託の相手方である事業者
• 従業員を使用していない

 フリーランスに業務委託をする事業者
 従業員を使用していない
※フリーランスに業務委託するフリーランスも含まれます。

 フリーランスに業務委託をする事業者
 従業員を使用している

 フリーランスに業務委託をする事業者
 従業員を使用している
 一定の期間以上行う業務委託である
※「一定の期間」は、③は１か月、⑤⑦は６か月です。
　契約の更新により「一定の期間」以上継続して行う
　こととなる業務委託も含みます。

①、②、④、⑥

①、②、③、④、
⑤、⑥、⑦

義務項目

義 務 項 目 具 体 的 な 内 容

① 書面等による取引条件
の明示

業務委託をした場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること
「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をし
た日」「給付を受領／役務提供を受ける日」「給付を受領／役務提供を受ける場所」「（検査を
行う場合）検査完了日」「（現金以外の方法で支払う場合）報酬の支払方法に関する必要事項」

② 報酬支払期日の設定・
期日内の支払

発注した物品等を受け取った日から数えて 日以内のできる限り早い日に報酬支払期
日を設定し、期日内に報酬を支払うこと

③ 禁止行為
フリーランスに対し、１か月以上の業務委託をした場合、次の７つの行為をしてはな
らないこと
●受領拒否 ●報酬の減額 ●返品 ●買いたたき ●購入・利用強制
●不当な経済上の利益の提供要請 ●不当な給付内容の変更・やり直し

④ 募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
• 虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
• 内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと

⑤ 育児介護等と業務の
両立に対する配慮

６か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できる
よう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと

⑥ ハラスメント対策に
係る体制整備

フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること
①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発、②相談や苦情に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備、③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など

⑦ 中途解除等の
事前予告・理由開示

６か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
・原則として 日前までに予告しなければならないこと
・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理
由の開示を行わなければならないこと

①

大仙市角間川町字中木内244-1
TEL：0187-65-2477  FAX：0187-65-2488
HP:http://www.furuyamold.com/

精密射出プラスチック成形・金型設計製作
3Dプリンター品製作

関連会社　有限会社 エフ・エム・デー
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● 令和６年10月以降に満期を迎えるご契約者様へ 

いつも秋田県火災共済協同組合をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 
令和６年10月以降共済始期の契約について、火災共済の制度改定を実施いたします。 
本改定により、ご契約にあたって共済掛金や補償内容が変更となっている場合がございますので、
今一度ご契約内容をご確認のうえ、お手続きいただきますようお願い申し上げます。 

１．共済掛金の改定

２．補償の見直しのポイント  

⑴自然災害増加を踏まえた共済掛金の改定 
　令和２年度までの自然災害の影響を反映した前回の改定から令和３年度以降も令和３年１月の寒波による
大雪、令和３年７月・８月の大雨、令和４年６月のひょう災、台風14号・台風15号といった大規模な自然
災害が発生し、自然災害のリスクが一層高まっていることから、共済掛金を改定しました。 

⑵水災掛金の細分化 
　台風（風災）や雪災などの料率は地域ごとに
異なっている一方で、水災料率はこれまで地域
ごとのデータが不十分であったことなどから全
国一律となっていました。 近年、水災による
損害が増加して掛金の値上げも続く中、地域間
の水災リスクの違いによる掛金の公平化を図る
必要があることから、市区町村別に水災料率の
細分化を反映した掛金の改定を行いました。 

＜地域の単位＞：共済の対象となる建物が所在する市区町村別 
＜等地区分数＞：水災共済掛金率が最も低いグループである「１等地」から最も高
　　　　　　　　いグループである「５等地」の５区分 
（等地区分設定は損害保険料率算出機構による） 
※住宅建物で共済の対象が建物・家財の場合に水災料率の細分化の対象となります。
（一部対象外となる場合があります。）

水災料率細分化の内容 

⑶築浅割引率の改定

⑷築年数による係数の新設

⑴十分な補償のための評価額・共済金額の見直しのオススメ 

　築年数の浅い建物のほうが、築年数が経過し
た建物よりリスクが低い実態にあります。
　こうしたリスク較差を共済掛金に反映させる
ため、築年数が５年未満の築浅物件を対象とし
た割引率（建物のみ）を拡大しました。 

　建物の築年数の経過とともに共済金をお支払いするケースが多くなっていることから、よりリスクを反映した共済掛金とするため、
「築年数25年以上または築年数不明」の建物に対し、「1.1」を乗じる築年数による係数（建物のみ）を新設しました。 

　近年、エネルギーや原材料の価格の上昇傾向が強まっています。また、建築資材の価格の高騰により建物の建築費があがっていま
す。事故が発生した場合に損害額に対して共済金が不足する可能性があるため、評価額・共済金額の見直しをご検討ください。
　十分な補償が受けられるよう、共済金額は評価額を基準にご加入ください。 

⑵家財等の動産のご契約のオススメ 
　建物のみの契約では「家財」等の動産は補償されません。
　別途、動産のご契約をご検討ください。 

⑷新総合火災・新価補償契約のオススメ 
　事故が発生した場合に損害額が再調達価額で補償される新総
合火災や新価補償契約をご検討ください。 

⑶地震補償・水災補償のオススメ 
　万が一に備え、地震（昭和56年６月以降に建築された建物が
対象）や水災などの自然災害に対する補償をご検討ください。 

秋田県火災共済協同組合 TEL 018-864-3320FAX 018-864-3335 TEL 0187-62-1262取扱代理所 大曲商工会議所 総務課

 現　行  改　定
築５年未満 最大70%割引
築５年以上
築10年未満 最大60%割引

築10年以上
築20年未満 最大30%割引築10年以上

築20年未満 最大30%割引

築10年未満 最大60%割引

割引率
の拡大

○本社　秋田県大仙市福田町12-29
　　　　TEL0187-62-0433 FAX0187-62-0426
　　　　mail mimori.p@lily.ocn.ne.jp
　　　　URL https://www.mimori-insatsu.co.jp
○東京営業所 ○秋田営業所 ○横手営業所 ○湯沢営業所

0120-0433-55
各種印刷物に関するお問い合わせはこちらまで

給排水・衛生・冷暖房・空調設備

秋田県大仙市大曲須和町1丁目3番58号
ＴＥＬ 0187－63－0399番㈹
ＦＡＸ 0187－63－3375番　

代表取締役　遠 田  博 士
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● 令和６年10月以降に満期を迎えるご契約者様へ 

いつも秋田県火災共済協同組合をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 
令和６年10月以降共済始期の契約について、火災共済の制度改定を実施いたします。 
本改定により、ご契約にあたって共済掛金や補償内容が変更となっている場合がございますので、
今一度ご契約内容をご確認のうえ、お手続きいただきますようお願い申し上げます。 

１．共済掛金の改定

２．補償の見直しのポイント  

⑴自然災害増加を踏まえた共済掛金の改定 
　令和２年度までの自然災害の影響を反映した前回の改定から令和３年度以降も令和３年１月の寒波による
大雪、令和３年７月・８月の大雨、令和４年６月のひょう災、台風14号・台風15号といった大規模な自然
災害が発生し、自然災害のリスクが一層高まっていることから、共済掛金を改定しました。 

⑵水災掛金の細分化 
　台風（風災）や雪災などの料率は地域ごとに
異なっている一方で、水災料率はこれまで地域
ごとのデータが不十分であったことなどから全
国一律となっていました。 近年、水災による
損害が増加して掛金の値上げも続く中、地域間
の水災リスクの違いによる掛金の公平化を図る
必要があることから、市区町村別に水災料率の
細分化を反映した掛金の改定を行いました。 

＜地域の単位＞：共済の対象となる建物が所在する市区町村別 
＜等地区分数＞：水災共済掛金率が最も低いグループである「１等地」から最も高
　　　　　　　　いグループである「５等地」の５区分 
（等地区分設定は損害保険料率算出機構による） 
※住宅建物で共済の対象が建物・家財の場合に水災料率の細分化の対象となります。
（一部対象外となる場合があります。）

水災料率細分化の内容 

⑶築浅割引率の改定

⑷築年数による係数の新設

⑴十分な補償のための評価額・共済金額の見直しのオススメ 

　築年数の浅い建物のほうが、築年数が経過し
た建物よりリスクが低い実態にあります。
　こうしたリスク較差を共済掛金に反映させる
ため、築年数が５年未満の築浅物件を対象とし
た割引率（建物のみ）を拡大しました。 

　建物の築年数の経過とともに共済金をお支払いするケースが多くなっていることから、よりリスクを反映した共済掛金とするため、
「築年数25年以上または築年数不明」の建物に対し、「1.1」を乗じる築年数による係数（建物のみ）を新設しました。 

　近年、エネルギーや原材料の価格の上昇傾向が強まっています。また、建築資材の価格の高騰により建物の建築費があがっていま
す。事故が発生した場合に損害額に対して共済金が不足する可能性があるため、評価額・共済金額の見直しをご検討ください。
　十分な補償が受けられるよう、共済金額は評価額を基準にご加入ください。 

⑵家財等の動産のご契約のオススメ 
　建物のみの契約では「家財」等の動産は補償されません。
　別途、動産のご契約をご検討ください。 

⑷新総合火災・新価補償契約のオススメ 
　事故が発生した場合に損害額が再調達価額で補償される新総
合火災や新価補償契約をご検討ください。 

⑶地震補償・水災補償のオススメ 
　万が一に備え、地震（昭和56年６月以降に建築された建物が
対象）や水災などの自然災害に対する補償をご検討ください。 

秋田県火災共済協同組合 TEL 018-864-3320FAX 018-864-3335 TEL 0187-62-1262取扱代理所 大曲商工会議所 総務課

 現　行  改　定
築５年未満 最大70%割引
築５年以上
築10年未満 最大60%割引

築10年以上
築20年未満 最大30%割引築10年以上

築20年未満 最大30%割引

築10年未満 最大60%割引

割引率
の拡大

－ 大曲商工会議所  生命共済制度「はなび共済」にご加入の皆様へ －－ 大曲商工会議所  生命共済制度「はなび共済」にご加入の皆様へ －
生命共済制度利益配当金をお振込みいたしました生命共済制度利益配当金をお振込みいたしました
　大曲商工会議所　生命共済制度「はなび共済」の利益配当金（令和５年８月～令和６　大曲商工会議所　生命共済制度「はなび共済」の利益配当金（令和５年８月～令和６
年７月）を９月20日（金）に掛金引落口座へお振込みさせていただきましたのでお知らせ年７月）を９月20日（金）に掛金引落口座へお振込みさせていただきましたのでお知らせ
いたします。事前に配当金のお知らせを送付させていただいておりますが、ご確認のほいたします。事前に配当金のお知らせを送付させていただいておりますが、ご確認のほ
どよろしくお願いいたします。どよろしくお願いいたします。

　当所では現在、会員事業所様の福利厚生の充実や事業保障などを目的に各種共済・福祉制
度の推進を図っています。この推進期間中、当所職員とアクサ生命保険株式会社（大曲商工
会議所共済・福祉制度引受保険会社）の推進員が皆様の事業所を訪問させていただいています。
保険の契約内容確認・見直し・新規加入をご検討の際はお気軽にご相談ください。

～お気軽にご相談ください～
【共済・福祉制度推進期間】

【お問合せ】大曲商工会議所  総務課　TEL：0187-62-1262

11月30日まで

アクサ生命保険株式会社
秋田支社　横手営業所　
〒013-0021　横手市大町7-18　横手商工会議所会館4F　 
TEL 0182-33-0702 

税理士法人税理士法人
日本未来経営日本未来経営

（鈴木典男税理士事務所）
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10 11 月の行事予定
月　日 行　事 場　所 時　間

10月19日（土）～20日（日） 秋の稔りフェア ヒカリオ広場　他 10：00～
10月22日（火）「大曲の花火」実行委員会（全体終了会議） グランドパレス川端 16：00～
10月23日（水） 常議員会 会議所 14：00～
10月27日（日） 珠算検定 会議所 9：00～

11月 5日（水）～ 6日（木） まちづくり推進委員会視察研修 東京
11月 8日（金） 工業部会　夢を語る会 グランドパレス川端 16：00～
11月11日（月） 大曲の花火　感謝の集い 東京會舘 18：00～
11月14日（木） ＳＮＳ動画活用セミナー 会議所 14：00～
11月17日（日） 簿記検定 会議所 9：00～

11月19日（火）～20日（水） 広域観光推進委員会視察研修 箱根
11月27日（水） 会員大会 大曲エンパイヤホテル 15：00～

１．第21回夢を語る会、
　　第９回工業製品展示会（11/8）のご案内
２．ＳＮＳ動画活用セミナー（11/14）ご案内
３．会員大会（11/27）ご案内
４．経営個別相談会（11/15・21・29）のご案内
５．金融相談会（11/20）のご案内
６．建設業部会視察研修（11/28〜29）のご案内
７．容器包装リサイクル制度説明会・個別相談会のご案内

今回同封した
各種ご案内

大曲商工会議所

会員大会のおしらせ

※詳細は同封のご案内をご覧ください。

開催日

会　場

会　費

令和６年11月27日（水）15：00～
大曲エンパイヤホテル
６，０００円　※当日ご持参願います。

第18回

総合建設業・鋼構造物工事業

よりよい形をつくり、
街をつくり、社会をつくる

設　計・施　工

代表取締役　齋　藤　　靖
本社・工場　大仙市大曲西根字西道地野502番地2
TEL0187（68）2288　FAX0187（68）4488

代表取締役　田 中  拓 美
秋田県大仙市若竹町23－70
ＴＥＬ
ＦＡＸ

（0187） 63－2233
（0187） 63－2236

雪国住宅を知り尽くした職人が
あなたの家を守ります

代表取締役　挽　野　実　之

文具・ＯＡ機器・スチール家具

株式会社 ビジネス秋田

　　本 社
〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町3-11
TEL（0187）63-0765㈹・FAX（0187）63-0764
秋田支店 〒010-1436 秋田県秋田市大住三丁目4-12
美郷支店 〒019-1404 秋田県仙北郡美郷町六郷字荒町20-1
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